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建設キャリアアップシステム制度の現状と今後の展開

1．建設キャリアアップシステムについて

建設キャリアアップシステム（以後「CCUS」という）は，業界

団体等からの拠出金によりシステムが構築され，2019 年 4 月より

本運用が開始され，本年 4 月からは 6 年目の運用に入るところであ

る。

CCUS の運営に当たっては，国土交通省及び拠出団体等により

CCUS 運営協議会（座長：国土交通省不動産・建設経済局長）が組

成され，CCUS の運営にかかる年度計画や予算等を決定し，CCUS

運営協議会の指名により，事業運営は（一財）建設業振興基金が担

当している。

CCUS は技能者の処遇改善を目的として，技能者が建設現場で就

労した履歴を現場の立場などを付して蓄積していくものであるが，

その前提として，技能者の基本的な情報について登録することとし

ており，「本人氏名」，「生年月日」，「所属事業者」，「社会保険加入

状況」，「建退共加入状況」，「保有資格」，「講習等の受講履歴」等が，

CCUS 事務局の審査を経て登録されている。

同じく事業者の基本情報については，「事業者名」，「社会保険加

入状況」，「建退共加入状況」，「所属技能者」等が，技能者基本情報

と同様に CCUS 事務局の審査を経て登録されている。

これにより，技能者本人の確認，事業者の確認が行われたうえで，

技能者がどの事業者に所属しているかの紐づけ（雇用の確認と登録）

が行われているのが特徴となっている。

2．CCUS設立の背景

CCUS の第一の目的は，技能者の処遇改善につなげるための就業

履歴の蓄積であることは前述したところであるが，CCUS への技能

者の登録に当たっては，運転免許証や在留カードにより本人の氏名

及び生年月日を確認するとともに，雇用保険等の確認により所蔵事

業者を登録しているところである。その理由として，元請事業者の

多くで，建設業法で作成が義務付けられている施工体系図や作業員

名簿の作成については，グリーンサイトや Buildee などの民間事業

者の提供するサービスが多く使用されているところであるが，各民

間事業者の提供するサービスでは，運転免許書等の書類を用いた本

人の確認や雇用保険の加入確認等による所属事業者の確認が行われ

ていないのが現状であり，建設現場で事故が発生した際に労働基準

局等の調査の結果，実際には雇用されていないにも関わらず，所属

事業者を偽って，所属先ではない事業者の作業員名簿に登録され，

現場に入場している現状が今も聞かれることであり，CCUS の創設

に関わった大手ゼネコンの担当者からは，「特に建築工事の大型現

場では，2 次下請以下，実際に技能者がどの事業者に所属している

のかが明確に把握できていない状況を打開したい（もちろん，多く

の場合，個人の特定並び，保有資格の有無などは確認されている）」

との声も聞かれたところである。

実際，建設現場に入場している技能者が，元請事業者の作業方針

や安全指針，手順等を理解していれば，現場の生産性の向上ととも

に安全性の向上も図りやすくなるが，技能者が入れ替わるたびに，

保有資格を都度確認し，そのスキルを現場作業の様子で確認せざる

を得ない状況では，現場の安全や建設生産物の品質の向上が難しい

状況であったが，CCUS の仕組み（特に技能者登録）を導入するこ

とにより，事業者や技能者の確認や管理がしやすくなることを目指

していたこともあった。

技能者の処遇改善を実現するためには，元請等の受注者が下請事

業者に雇用の安定を図ることができる十分な契約（請負）金額を支

払うことが前提となるが，下請事業者の中には，直接の雇用をして

おらず，受注のたびに再下請事業者や技能者を調達する事業者も散

見される。技能者を直接雇用し，継続して教育訓練を行うなど技能

者の育成を図っている事業者とそうではない事業者では，本来であ

れば「請負金額に差」が生じなければならないところであるが，提

出された見積金額で受注事業者を決定している元請事業者等が，見

積金額の根拠となる事業者の経験や所属する技能者のスキルや保有

資格や経験を比較できることができてれば，見積金額の妥当性が判

断でき，下請事業者も適正な受注金額を得ることができるはずであ

る。

適正な金額により受注できることにより，初めて，雇用している

技能者の雇用の改善につなげることができるものと考えている。

このように，元請事業者等の要請である現場の適正な運営に資す

ることと技能者の処遇改善を CCUS で解決していこうとしている。

3．CCUSの現状

（1）事業者・技能者の登録状況

当初，CCUS の登録を開始した 2018 年度に 100 万人の技能者登

録を目指してスタートしたところであるが，2022 年 10 月末に技能

者登録 100 万人を突破し，2024 年 1 月末時点で 1,362,920 人の登録

数となっている（図─ 1 参照）。

事業者の登録に関しては，2024 年 1 月末時点で 252,851 社（法人・

個人事業主：169,229 社，一人親方：83,622 者）の登録数となって

いる（図─ 2 参照）。

なお，技能者の母集団と比較した際の CCUS の登録者数につい

てであるが，2020 年の国勢調査において，職業分類で建設業の技
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能職種に属する者の合計数は，2,531,280 人と公表されており，

CCUS 登録者が国勢調査における建設技能者数に占める割合は

53.8％の登録率となっている。

本誌読者の関係する CCUS 職種※での登録数は，「運転手（特殊）：

54,814 人」，「運転手（一般）：16,638 人」となっており，国勢調査

の「建機等操作」対「運転手（特殊）」の割合は 77.5％となってい

る（表─ 1 参照）。

　※  CCUS の職種は，公共工事労務費調査の職種と同様の職種区

分としている。

図─ 1　技能者登録数

図─ 2　事業者登録数（一人親方を除く）
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表─ 1　職業分類別のCCUS技能者登録者数
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（2）能力評価基準に基づくレベル別技能者数

CCUS を活用した技能者の処遇改善方策として，職種ごとに能力

評価基準（レベル）を定め，CCUS カード等において，個人の能力

を第三者がわかりやすく表示することとしており，具体的には，各

能力評価実施団体が，技能者の保有資格と就業履歴の 2 つの要素か

ら判定を行い，CCUS に連携することにより実施している。現在，

41 の分野で能力評価制度が運用されている（表─ 2 参照）。

「機械土工（能力評価実施団体：（一社）日本機械土工協会）」の

分野においても，能力評価制度が進んでおり，現在（2024 年 1 月末），

9,874 名の能力評価が実施されたところである（表─ 3 参照）。

各職種の能力評価基準に基づき評価，認定され，CCUS でレベル

ごとのカードの発行をうけた技能者の処遇改善への方策として，

2023 年 6 月 16 日に国土交通省より，「CCUS レベル別年収」が公

表されたところであるが，国土交通省では，「CCUS レベル別年収

の公表により，技能者の将来の処遇面でのキャリアパスを示すとと

もに，技能・経験に応じた賃金支払いについて目指すべき具体的な

イメージを共有すること」をレベル別年収の公表の目的としている。

なお，機械土工分野でのレベル 4 の中位～上位の年収は，

「7,120,000 円～ 8,900,000 円」とされている（国土交通省 HP で公開）。

表─ 2　能力評価基準［機械土工］

表─ 3　分野別の能力評価判定件数
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運営管理部長

4．CCUSの課題

技能者・事業者登録についての登録が進んでいるものの，登録の

中心は都市部の事業者と技能者であり，地方部では登録が進んでい

ない状況にある。技能者，事業者ともに，地方部でのなお一層の

CCUS への理解促進，登録促進が望まれるところである。これにつ

いては，CCUS のインセンティブ措置等の内容に差があるにせよ，

都道府県の多くで何らかの措置が講じられているが，市区町村の発

注工事においては，まだまだ CCUS の位置づけがなされていない

状況であることから，地方部での登録や活用が進んでいないことに

繋がっていると考えており，市区町村発注工事での現場環境の整備

や就業履歴の蓄積を評価するなどの CCUS 活用工事等の取り組み

の深化が望まれるところである。

就業履歴数の蓄積については，2023 年度の就業履歴蓄積数の目

標を 6,000 万件（2022 年度実績：41,667,764 件）としているところ

であるが，その大部分を中央大手ゼネコンが占めており，地方ゼネ

コンや戸建住宅を専業とする事業者への普及が進んでいないのが現

状である。今後，中堅・中小ゼネコン，地方ゼネコン，戸建住宅・

リフォーム現場での就業履歴蓄積環境（カードリーダの設置等）の

整備並びに就業履歴の蓄積が図られることを期待するところであ

り，CCUS 事業本部としても，安価なカードリーダの導入や iPhone

のカードリーダ化などにより，元請事業者，特に小規模事業者や戸

建住宅，リフォームの専業事業者等への就業履歴蓄積に係る取り組

みの支援を継続して行っているところである。

5．おわりに

技能者の処遇改善を図るためには，技能者を雇用する事業者が，

雇用する技能労働者のレベルに応じた賃金を支払う原資を確保する

ことが必要となる。そのためには，技能者を直接雇用する事業者そ

れぞれが賃金の原資を確保できる額の見積書を作成し，元請事業者

や発注者がその見積金額を尊重し，合意したうえで，適正な金額で

契約が締結されることが必要になるが，多くの事業者間（発注側も

受注側も）で，処遇改善に資する額での契約が行われていないのが

現状であると認識している。

今後，見積金額の構成要件として技能者の技量（レベル）を保持

するための費用などが反映されていくことを期待している。

そのうえで，技能者を直接雇用する各事業者は，レベルに見合っ

た建設労働を提供することが求められるので，技能者の資格取得支

援や技能講習等の受講の支援などを日々行っていくことを期待す

る。

業界共通のインフラである「建設キャリアアップシステム

（CCUS）」には，すでに約 16 万件（2024 年 1 月末）の現場が登録

され，1 億 24 百万件（2024 年 1 月末）の就業履歴が蓄積されている。

CCUS に蓄積された情報は，今後の施策への反映など，必ず建設業

界にとって有用な情報になると考えている。CCUS の整備をきっか

けとして，建設業界が，国民が安全に使用できる建設生産物を提供

し，そして何より，建設業界で働くすべての人々の処遇が改善され，

働くことに価値と喜びを見いだせる建設業界になることを期待して

いる。
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